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基準11 管理運営 

（１）観点ごとの分析 

観点11－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確になって

おり，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態勢となってい

るか。 

 

（観点に係る状況） 

平成19年度の本校全体の管理運営体制の組織図は資料３－３－①－４（49ページに前出）に示すと

おりであり，平成19年度より事務組織を２課体制としたため，平成18年度以前（資料３－３－①－２，

48ページに前出）と事務組織が異なっているが，各主事及び委員会等の役割について変更はない。委

員会組織は資料２－２－①－１（24ページに前出）に示すとおりである。本校では，校長を補佐する

体制の強化を図るため，副校長を設け，校長補佐として教務主事，学生主事，寮務主事を充て，それ

らの役割は規則で明確に定めている（資料11－１－①－１）。 

本校の意志決定体制は次のようになっている。校長，副校長，校長補佐，事務部長，各課長で構成

する運営会議（資料２－２－①－２，25ページに前出）が，本校の重要事項について審議すると共に

学校全体の連絡調整を図る。さらに，各学科長，専攻科長，一般科目長及び各センター長を加えた学

科長会議（資料２－２－①－５，26ページに前出）が本校の教育・研究に関する重要事項の審議を行

い，校長が最終決定をするシステムとなっている。また，本校運営上の諸問題については，各種委員

会で審議した結果の報告を受けて，校長が全体を把握し最終決定を行う仕組みとなっている。 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校では，校長を中心として，副校長，各主事（校長補佐）及び各種委員会を配置し，それらの役

割を明確に規定している。また，各々を組織化し学校運営を行っている。したがって，効果的な意思

決定を行うことができる体制になっている。 

 

観点11－１－②： 管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，効果的に活

動しているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校の管理運営に関する各種委員会の審議事項及び構成員を委員会規則等に定めており，それらの

委員会は資料２－２－①－１（24ページに前出）のとおり役割を分担している。また，それぞれの委

員会の委員長には校長，副校長，各主事，各センター長等を充てており，効果的に活動できる体制に

なっている。運営会議，学科長会議は毎月定期的（資料２－２－①－11，28ページに前出）に及び臨

資料 11－１－①－１ 校長等の責務 
第８条 本校の職員は，校長，教授，准教授，講師，助教，事務職員及び技術職員とする。 

２ 職員の職務は，学校教育法その他法令の定めるところによる。 

第９条 本校に，副校長，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。 

２ 副校長は，校長の命を受け，校務を整理するとともに，渉外等に関することを掌理する。 

３ 教務主事は，校長の命を受け，教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 

４ 学生主事は，校長の命を受け，学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属するものを除く。）を掌理する。 

５ 寮務主事は，校長の命を受け，寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。 

（出典 米子工業高等専門学校学則） 



米子工業高等専門学校 基準11 

 - 234 - 

時に開催し，教務委員会，学生委員会，寮務委員会，専攻科委員会も定期的に開催している。その他

の委員会等は必要に応じて開催し，その審議内容は校長に報告している。これらの委員会の活動状況

の例は資料11－１－②－１に示すとおりで，機能的に活動している。 

また，事務組織については，平成18年度までは事務部長の下に，庶務課，会計課，学生課を配置し

ていた（資料３－３－①－２，48ページに前出）。平成19年度からは２課体制に変更し，事務部長の

下に，総務課，学生課を配置し（資料３－３－①－４，49ページに前出），事務部組織規則に各課及

び各係等の業務分掌を定めている（資料11－１－②－２）。各委員会には，事務職員が出席して委員

会の事務を補佐し，教員と連携し活動している（資料11－１－②－３）。 

 

資料 11－１－②－１ 委員会の活動状況例 

 

（出典 学校報 No.168） 



米子工業高等専門学校 基準11 

 - 235 - 

資料 11－１－②－１ 委員会の活動状況例 

 

（出典 学校報 No.168） 
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資料 11－１－②－２  
○米子工業高等専門学校事務部組織規則（抜粋） 

（趣旨） 

第１条 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則（平成１６年４月１日独立行政法人国立高等専門

学校機構規則第４号）第９条第３項及び米子工業高等専門学校学則第１１条の規定に基づき，事務部の組織及びその所掌事務を定める。 

（事務部長） 

第２条 事務部に，事務部長を置く。 

２ 事務部長は，校長の命を受け，事務部の事務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

（課長） 

第３条 総務課及び学生課に，課長を置く。 

２ 課長は，上司の命を受け，課の事務を掌理し，所属職員を指揮監督する。 

（課長補佐） 

第４条 総務課に総務担当及び財務担当課長補佐並びに学生課に学生担当課長補佐を置く。 

２ 課長補佐は，上司の命を受け，当該課の所掌事務のうち高度の専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理するとともに

専門的見地から課長を補佐し，課の事務を整理する。 

（係及び係長） 

第５条 総務課に総務係，人事労務係，企画協力係，財務係，経理係，契約係及び施設係を，学生課に教務係，学生係，寮務係及び学術情報係

を置き，財務係を除く各係に係長を置く。 

２ 係長は，上司の命を受け，係の事務を処理する。 

（主任） 

第６条 係に主任を置くことができる。 

２ 主任は，上司の命を受け，係の事務のうち特定の事務を処理する。 

 （事務分掌） 

第７条 総務課の事務を次のとおり分掌する。 

２ 総務担当課長補佐は，次の事務をつかさどる。 

（１）将来構想に関すること。 

（２）自己点検・評価及び外部評価に関すること。 

（３）広報に関すること。 

（４）情報セキュリティに関すること。 

３ 財務担当課長補佐は，次の事務をつかさどる。 

（１）予算に関すること。 

（２）財務係の所掌事務に関すること。 

４ 総務係においては，次の事務をつかさどる。 

（１）学校の事務に関し，総括し及び連絡調整すること。 

（２）機密に関すること。 

（３）儀式その他会議に関すること。 

（４）学則その他諸規程の制定及び改廃に関すること。 

（５）渉外に関すること。 

（６）情報公開に関すること。 

（７）文書類の接受及び保管等に関すること。 

（８）公印を管守すること。 

（９）教職員の健康管理及び福祉に関すること。 

（１０）教職員の労働時間，休暇等に関すること。 

（１１）安全衛生管理に関すること。 

（１２）調査統計・その他諸報告に関すること。 

（１３）校内の警備取締に関すること。 

（１４）この課の会計事務を除く事務のうち他の係に属しない事務を処理すること。 

（１５）その他学生課の所掌に属しない事務を処理すること。 

５ 人事労務係においては，次の事務をつかさどる。 

（１）教職員の任免及び就業（総務係の所掌に係るものを除く。）に関すること。 

（２）教職員の給与に関すること。 

（３）教職員の定員に関すること。 

（４）教職員の研修及び勤務評定に関すること。 

（５）教職員の災害補償に関すること。 

（６）共済組合（経理係の所掌に係るものを除く。）に関すること。 

（７）退職手当に関すること。 

（８）所得税の徴収に関すること。 

（９）栄典，表彰に関すること。 

（１０）教職員団体に関すること。 

（１１）教職員の労働条件に関すること。 

（１２）人事記録に関すること。 

（１３）その他人事に関すること。 

 （後略） 

（出典 米子工業高等専門学校規則集データベース） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校の管理運営に関する各種委員会の審議事項及び構成員を委員会規則等に定めており，役割を分

担し効果的に活動できる体制になっている。各種委員会は，毎月定期的及び臨時に開催している。こ

れらの委員会は，年間計画に基づいて機能的に活動している。 

また，事務組織については規則に基づき，各課及び各係等の業務分掌を定めている。各委員会には，

定められた事務職員が出席して委員会の事務を補佐し，教員と連携し活動している。 

以上のことから，管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，効果的に活動

している。 

 

観点11－１－③： 管理運営の諸規定が整備されているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校では，学則（資料11－１－①－１，233ページに前出）などにより各主事等の各役職者の配置

や役割を定め，各種委員会等については規則により目的，審議事項，委員会構成などを定めている。

事務組織については，事務部組織規則により事務部の配置や，各課や係等の業務範囲を定めている

（資料11－１－②－２，236ページに前出）。また，これらの規則については，校内のWebページに整

理し，閲覧が可能となっている（資料11－１－③－１）。 

資料 11－１－②－３ 委員会と事務組織の連携例 
米子工業高等専門学校学科長会議規則（抜粋） 

（設置） 

第１条 米子工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，米子工業高等専門学校学科長会議（以下「学科長会議」とい

う。）を置く。 

（目的） 

第２条 学科長会議は，校長の諮問に応じ，本校の教育・研究に関する重要事項について審議することを目的とする。 

（構成員） 

第３条 学科長会議は，次の者をもって構成する。 

(１) 校長 

(２) 副校長 

(３) 教務主事，学生主事及び寮務主事 

(４) 専攻科長，各学科長及び一般科目長 

(５) 図書館情報センター長 

(６) 地域共同テクノセンター長 

(７) 技術教育支援センター長 

(８) 事務部長及び各課長 

（中略） 

（事務） 

第７条 学科長会議の事務は，総務課において処理する。 

（後略） 

（出典 米子工業高等専門学校規則集データベース） 
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（分析結果とその根拠理由）  

各役職者や各種委員会等については，学則及び各委員会規則等により配置や役割等を定め，事務組

織については，事務部組織規則により配置や業務範囲を定めている。 

 

観点11－２－①： 外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校は，平成13年度に初めての外部評価を行った（資料９－１－③－１，215ページに前出）。平

成13年度自己点検・評価報告書（資料11－２－①－１）をもとに，外部評価委員に現状説明を行い，

提言や意見を聴取した。それらを，外部評価報告書（資料11－２－①－２）としてまとめ，提言のう

ち解決できる課題を取り上げ実施に移した。 

平成16年度からは，外部有識者による評議員会（資料９－１－③－２，216ページに前出）を組織

し，外部の意見を管理運営や教育研究施策に取り入れている。平成17年度は３回の評議員会を開き，

その都度の議題にしたがって自己点検した結果について自己点検・評価結果としてまとめている。

（資料11－２－①－３）。また，平成18年度第１回評議員会では，それまでに評議員より受けた提

言･意見の本校の対応状況をまとめ，報告している（資料11－２－①－４）。 

資料 11－１－③－１ 管理運営の諸規定 

 

（出典 校内 Web ページ） 
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資料 11－２－①－１ 平成 13 年度自己点検・評価報告書（抜粋） 

  

（出典 平成 13 年度自己点検評価書） 

資料 11－２－①－２ 平成 13 年度外部評価報告書（抜粋） 

  

（出典 平成 13 年度外部評価報告書） 
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資料 11－２－①－３ 平成 17 年度評議員会及び自己点検・評価報告書（抜粋） 

  

（出典 平成 17 年度第３回評議員会議事要旨及び平成 17 年度自己点検・評価書） 

資料 11－２－①－４ 評議員の意見に対する学校の対応 

  

（出典 平成 18 年度第１回評議員会議事要旨） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校は，外部有識者等の意見を取り入れる制度を整備し，得られた意見を管理運営に適切に反映す

るための仕組みを構築している。また，実際に意見を反映した改善を行っている。 

 

観点11－３－①： 自己点検・評価（や第三者評価）が高等専門学校の活動の総合的な状況に対し

て行われ，かつ，それらの評価結果が公表されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校では，これまでに学校の活動の総合的な状況について自己点検・評価を行い，平成４～５年度

及び平成13年度に自己点検・評価報告書を作成した。平成13年度の自己点検・評価報告書（抜粋）を

別添資料11－３－①－１に示す。また，平成16年度からは，外部有識者による評議員会（資料２－２

－①－10，27ページに前出）を開催し，その都度の議題にしたがって自己点検した内容及びその後の

状況を平成17年度に学科長会議の下部組織である自己点検・評価報告書作成委員会が平成17年度自己

点検・評価報告書としてまとめている（資料11－２－①－３，240ページに前出）。平成16年度から

の評議員会で使用した自己点検資料及び平成17年度自己点検・評価報告書は，本校のWebページに掲

載している（資料11－３－①－１）。 
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資料 11－３－①－１ 自己点検及び外部評価の掲載状況 

 

（出典 米子高専 Web ページ） 
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（分析結果とその根拠理由）  

本校の活動の総合的な状況について定期的に自己点検・評価を行い，必要に応じて外部の者による

検証・評価を実施している。また，その結果を報告書等とするとともに，Webページに掲載・公表し

ている。 

 

観点11－３－②： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改善に結

び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

 

（観点に係る状況）  

自己点検結果及び外部評価結果は，資料11－３－①－１（242ページに前出）のように公開してい

るとともに，運営会議で検討された後，運営を行う各部署に必要に応じて周知している。各部署は，

改善施策を立案・実行し，その結果について報告している。また，これらの改善の結果は評議員会資

料としてまとめ，再度外部評価を受けている（資料11－２－①－４，240ページに前出）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

本校は，自己点検評価や第三者評価の結果をフィードバックし，本校の目的の達成のための改善に

結びつけるシステムを整備し，有効に運営している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

定期的に総合的な項目について自己点検・評価を行い，それを基に学校運営の改善を行っている。

また，自己点検結果を開示するとともに，外部有識者による評議員会を開催し，その意見を学校運営

に反映している。 

 

（改善を要する点）  

該当なし 

 

（３）基準11の自己評価の概要 

本校は，校長，副校長，各主事の役割を学則に明確に規定し，周知している。各種委員会について

も，位置づけ，所掌事項，構成員などを学内規程として定め，周知している。これらの管理運営の組

織が必要に応じて連携し，学校運営上の課題等について活動案を作成し，スムーズに意思決定を行っ

ている。 

事務組織は，平成18年度までは庶務・学生・会計課の３課体制，平成19年度からは総務，学生課の

２課体制で，それぞれに定められた内容の業務を行うことで，学校全体の円滑な運営に貢献している。 

平成13年度及び平成17年度に総合的な自己点検・評価を行い，その結果を公表してきた。平成17年

度実施分についてはWebページにも掲載している。また，本校では前述の自己点検結果を開示し，有

識者，行政関係者，民間企業等の関係者などで構成する評議員会に本校の運営上の諸問題について意

見を聴取している。 

 


